
●第３次一括法の施行に伴う条例の改正について 

    北広島市社会教育委員に関する条例の一部改正 

 
１． 条例の趣旨 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」(平成２５年法律第４４号)第１５条の規定により、「社会教育法」（昭和２４年法

律第２０７号）の一部が改正されました。 

このことに伴い、市町村が委嘱する社会教育委員にあっては、「文部科学省令で定める基

準を参酌するものとする」と改正されたことから、当該基準を規定するため、北広島市社会

教育委員に関する条例の一部を改正するものです。 

 
２．国（政令及び省令）の基準  

 
公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める

省令の一部を改正する省令（平成２５年９月１０日文部科学省令第２５号）により、社会教

育委員の委嘱の基準は次のとおりとなりました。 

 

（社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準）  
第１条 社会教育法（昭和２４年法律２０７号。以下「法」という。）第１８条の

文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向

上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。 
 
 

【参考】 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」(平成２５年法律第４４号)第１５条の規定により改正された、「社会教育法」（昭

和２４年法律第２０７号）は、次のとおりです。 

 

（社会教育委員の委嘱の基準等） 
第１８条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育に関し必要な
事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員

の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 
 

 

３．北広島市の考え方 

 
 社会教育委員の委嘱基準については、学校教育及び社会教育、家庭教育の向上に資する活

動など、総合的に勘案して定めた国の規準が、適当かつ合理的であることから、国の委嘱と

同じ内容にすることを予定しています。 

  その他、市独自の委嘱基準として、市民参加を積極的に促すため、公募による委嘱を行っ



ていることや、社会教育行政を推進するにあたり、社会の変化や市民の要請などに柔軟に対

応していくため、特定の領域に関して、見識者からの意見が必要となることが想定されるこ

とから、「その他教育委員会が必要と認める者」を追加します。 

 

 

 

（委嘱） 
第２条  委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 
  （１）  学校教育及び社会教育の関係者 
  （２）  家庭教育の向上に資する活動を行う者 
  （３）  学識経験を有する者 
  （４）  その他教育委員会が必要と認める者 
 

 

４．今後のスケジュール 

 

平成２５年１１月 パブリックコメント実施 

平成２５年１２月～平成２６年３月 
パブリックコメント意見集約・反映・公表 
市議会での審議 
条例改正 

平成２６年４月１日（予定） 条例施行 

 
 
５．担当   

 
  北広島市教育委員会 教育部 社会教育課（内線889） 
 
 
 
 


